
 
 

１４ 介護医療院 

 

（１） 令和６年度介護報酬改定で変更があった加算（根拠法令） 

令和６年度報酬改定で要件の変更及び追加となった加算は以下のとおりです。 
加算を取得する際は算定要件の確認をお願いします。 

・高齢者虐待防止措置未実施減算（新設） 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ 注５、Ｈ12老企 40 第２の８（12）、Ｈ27 厚労告 95 百

の二の二 

・業務継続計画未策定減算（新設） 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ 注 6、Ｈ12 老企 40 第２の８（13）、Ｈ27 厚労告 95 百の

二の三 

・退所時栄養情報連携加算（新設） 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ チ、Ｈ12 老企 40 第２の８（22）、Ｈ27 厚労告 94 七十 

三 

・再入所時栄養連携加算 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ リ、Ｈ12 老企 40 第２の８（23）、Ｈ27 厚労告 95 六十

五の二、Ｈ27厚労告 94 七十三 

・退所時指導等加算 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ ヌ、Ｈ12 老企 40 第２の８（24） 

・協力医療機関連携加算（新設） 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ ル、Ｈ12 老企 40 第２の８（26） 

・認知症チームケア推進加算（新設） 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ ナ、Ｈ12 老企 40 第２の８（36）、Ｈ27 厚労告 95 五十

八の五の二、Ｈ27厚労告 94 七十四の三の二 

・排せつ支援加算 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ ウ、Ｈ12 老企 40 第２の８（39）、Ｈ27 厚労告 95 七十

一の三 

・自立支援促進加算 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ ヰ、Ｈ12 老企 40 第２の８（40）、Ｈ27 厚労告 95 七十

一の四 

・科学的介護推進体制加算 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ ノ、Ｈ12 老企 40 第２の８（41）、Ｈ27 厚労告 95 九十

二の三 

・高齢者施設等感染対策向上加算（新設） 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ ク、Ｈ12 老企 40 第２の８（43）（44）、Ｈ27 厚労告 95 

百の五 

・新興感染症等施設療養費（新設） 
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Ｈ12厚告 21 別表３－１ ヤ、Ｈ12 老企 40 第２の８（45） 

・生産性向上推進体制加算（新設） 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ マ、Ｈ12 老企 40 第２の８（46）、Ｈ27 厚労告 95 百の

五の二 

・介護職員等処遇改善加算 

Ｈ12 厚告 21 別表３－１ フ、Ｈ12 老企 40 第２の８（48）、Ｈ27 厚労告 95 百の 

七 

・理学療法 

Ｈ12 厚告 31 別表第２ ９、Ｈ30 老老発 0425 第２号 第２の９（２）（４）（６）

（７） 

・作業療法 

Ｈ12 厚告 31 別表第２ 10、Ｈ30 老老発 0425 第２号 第２の９（３）（４）（６）

（７） 

・作業療法 

Ｈ12 厚告 31 別表第２ 11、Ｈ30 老老発 0425 第２号 第２の９（５）（６）（７） 

 

 

（２）介護医療院の位置づけ 

 

介護医療院は、「医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設」として、平成 30年４月よ

り創設されました。 

 今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するため、

医療処置等が必要で自宅や特別養護老人ホーム等での生活が困難な高齢者にも対応できる

受け皿となることが期待されており、①「日常的な医学管理」や「看取りターミナルケア」

等の機能と、②「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設として、慢性的な病気に対す

る医療面でのケアと、長期療養生活を豊かなものとする介護面でのケアの両方をバランス

よく受けられるという特徴があります。 

現状、介護医療院は「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」とされています。更に、

「利用者の尊厳の保持」と「自立支援」を理念に掲げ、「地域に貢献し地域に開かれた交流

施設」としての役割を担うことが求められています。 

また、介護療養型医療施設は、令和６年３月末に廃止され、介護医療院等に転換されまし

た。 

（参考） 

・厚生労働省ホームページ「介護医療院について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html 
・介護医療院公式ホームページ 

https：//www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/ 
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（参考）根拠法令等 

介護保険法 第８条第 29項【定義】 

 介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対

し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。 

 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（Ｈ30 厚労令５） 

第２条【基本方針】 

介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づい

て、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-262-



 
 

 

 

-263-



 
 

〇人員配置一覧 
介護医療院は、施設の人員基準から、 

・Ⅰ型介護医療院：介護療養病床相当（主な利用者像は介護療養病床療養機能強化型 AB 相当）

・Ⅱ型介護医療院：老人保健施設相当以上（主な利用者像はⅠ型より比較的容体が安定した者）

の 2 つの類型を設けています。 
介護医療院の開設許可は 1 つの介護医療院を単位として行われますが、介護医療院サービスを

行う部分として認められる単位は原則 60 床以下の「療養棟」単位です。1 つの介護医療院でⅠ

型・Ⅱ型を組み合わせることで、柔軟な人員配置やサービス提供を担保しています。 
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